
 

箕輪町総合福祉計画に関するご意見を募集します 

 

 

 

 

 

 

 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 
 現行の第４期総合福祉計画における個別計画について、部会を設けて中間評価

及び更新を検討してまいりましたが、このたび計画の素案ができましたので、

パブリックコメントを行います。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                        

                                   

箕輪町役場  福祉課  プレスリリース 

令和５年１２月７日 
箕輪町 

＜対象となる計画＞  

 

 第５期箕輪町地域福祉計画（成年後見制度利用促進基本計画を含む） 

（中間評価） 

 

 箕輪町高齢者福祉計画／第９期介護保険事業計画（更新） 

 

 障がい福祉計画、第 7 期障がい福祉計画、第 3 期障がい児福祉計画 

（更新） 

 

＜募集期間＞ 

令和 5年 1２月６日（水曜日）から令和６年１月５日（金曜日）正午まで  

 

＜計画掲載場所＞ 

 箕輪町 HPまたは福祉課窓口にて 

 詳細は、添付資料をご覧ください 

添付資料 有  無 

福祉課 社会福祉係 

（課長）小沢 聡（担当）有賀 裕香 

電話：0265-79-3162（内線）1410 

FAX：0265-79-70-6699  

E-mail:fukushi@town.minowa.lg.jp 
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箕輪町総合福祉計画に関するご意見

（パブリックコメント）を募集します 

 

 町では、現行の第４期総合福祉計画における、以下の個別計画の策

定を行っています。計画ごと設置された策定員会における検討を終

え、このたび以下のとおり素案を策定しました。 

つきましては、多くの町民の皆さまの声を反映させ、計画をより充

実したものにするため、皆さまからの意見や提案を募集します。 

 

＜計画期間のイメージ＞ 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 

箕輪町第５次振興計画  

 

第３期地域福祉計画 第４期地域福祉計画 

第５期地域福祉計画（2021年～2026年） 

成年後見制度利用促進基本計画 

再犯防止推進計画（2024年～） 

 

 老人福祉計画 高齢者福祉計画 高齢者福祉計画 

第６期介護保険事業計画 第７期介護保険事業計画 第８期介護保険事業計画 第９期介護保険事業計画 

 

 障がい者計画 障がい者計画 障がい者計画 

第４期 第５期障がい福祉計画 第６期障がい福祉計画 第７期障がい福祉計画 

 第１期障がい児福祉計画 第２期障がい児福祉計画 第３期障がい児福祉計画 
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※着色部分が今年度計画の中間評価及び計画最終年度を迎えるため

に、検討を行ったものです。 

 

計画の掲載場所及び計画案の内容 

箕輪町ホームページ

https://www.town.minowa.lg.jp/fukushi/fukushikeikaku_pubcom.html 

 

または、箕輪町役場福祉課窓口にて公開中です。 

 

＜計画案＞  

 

１ 第５期 地域福祉計画（成年後見制度基本計画を含む） 

令和５年度で計画中間年度を迎えるため、評価・見直しを行う 

ものです。 

令和 6 年度から、再犯防止推進計画も追加されています。 

 

２ 高齢者福祉計画／第９期介護保険事業計画 

  第８期（R3-5）の計画期間が終了するため、第９期（R6-8）

の計画を新たに策定しました。高齢者の介護予防等に関する施

策と、介護保険料について検討しています。 

 

３ 障がい者計画 

  障がい福祉計画、第６期障がい福祉計画、第２期障がい児福祉

計画（いずれも R3-5）の計画期間が終了するため、次期計画を

策定しました。 

 

 

募集期間 

令和 5 年 1２月６日（水曜日）から令和６年１月５日（金曜日）正午

まで ※郵便の場合は必着 
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ご意見の提出方法 

氏名、住所、連絡先（電話番号もしくはメール）をご記入の上、電子

メール、回答フォーム、郵送又は持参のいずれかの方法でご提出くだ

さい。（任意様式で結構です） 

 

★回答フォーム 

  

 

https://logoform.jp/f/g59lq 

 

＜ご注意＞ 

・氏名及び住所が不明な場合や、ご意見が記載されていない場合は、

無効となります。 

・口頭または電話でのご意見は受付できませんので、ご了承ください 

提出・問い合わせ先 

箕輪町役場福祉課  

住所 〒399－4695 箕輪町大字中箕輪 10298 番地 

電話 0265-70-6622（内線 1421・1422） 

電子メール  fukushi@town.minowa.lg.jp 

※持参の場合は、土・日・祝日・12/29-1/3 を除く 8 時 30 分から

17 時 15 分まで 

ご意見の取扱い 

 いただいたご意見につきましては、箕輪町総合福祉計画策定委員会

全体会において検討し、結果について公表させていただきます。 

 なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめ

ご了承ください。 

 ご記入いただいた氏名、住所などの個人情報につきましては、内容

確認等において必要な事項のみに使用します。 

 

mailto:fukushi@town.minowa.lg.jp

